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(57)【要約】
【解決手段】　
　胃に用いられる装置と方法は、封止主体を備えている
。封止主体は、胃と胃に隣接する腹腔との間の開口の周
縁の胃壁に保持される大きさと形状を備えている。胃は
ガスによって膨らまされ、ガス流は、胃と胃に隣接する
スペースの間の開口に装入した封止主体によって、胃と
胃に隣接するスペースの間で制限され、その結果、封止
主体によって開口部が閉成される。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胃と胃に隣接するスペースとの間の開口部の周囲の胃壁に保持される大きさと形状とを
備え、胃と胃に隣接するスペースとの通路を確実に封止するために適合される封止主体を
備えたことを特徴とする胃装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の胃装置であって、前記封止主体が胃および胃に隣接するスペースの胃
における装入部に確実に固定される大きさと形状とを有していることを特徴とする胃装置
。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の胃装置であって、前記封止主体が、経口器具により、
胃と胃に隣接するスペースとの間の開口部に装入されて、適合されることを特徴とする胃
装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれかに記載の胃装置であって、前記封止主体は、装入
される際に圧縮され、装入後には、少なくとも、胃と胃に隣接するスペースとの間の開口
部に適合する寸法に拡張することを特徴とする胃装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の胃装置であって、前記封止主体は、十分な自己拡張性を有する材料か
らなることを特徴とする胃装置。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の胃装置であって、前記材料が実質的な生体吸収性を有
していることを特徴とする胃装置。
【請求項７】
　請求項４または請求項５に記載の胃装置であって、前記材料が患者内において、実質的
な生体非吸収性を備えていることを特徴とする胃装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれかに記載の胃装置であって、前記封止主体は、周囲
が少なくとも１つの保持フランジで囲まれたダイヤフラムを具備し、該保持フランジは、
前記封止主体を胃と胃に隣接するスペースの間の開口部に保持させるのに適合することを
特徴とする胃装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の胃装置であって、前記少なくとも１つの保持フランジは、少なくとも
２つの分割されて密着した保持フランジからなることを特徴とする胃装置。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９に記載の胃装置であって、前記ダイヤフラムは、一般的に貫通
不可であることを特徴とする胃装置。
【請求項１１】
　請求項10に記載の胃装置であって、前記封止主体は、該封止主体を操作するためのハン
ドルを備えていることを特徴とする胃装置。
【請求項１２】
　請求項８または請求項９に記載の胃装置であって、前記ダイヤフラムが貫通可能である
ことを特徴とする胃装置。
【請求項１３】
　請求項12に記載の胃装置であって、前記ダイヤフラムの貫通孔は自己閉成性を備えてい
ることを特徴とする胃装置。
【請求項１４】
　請求項１から請求項13までのいずれかに記載の胃装置であって、前記封止主体は、幽門
の胃壁部に保持される形状とされていることを特徴とする胃装置。
【請求項１５】
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　請求項１から請求項13までのいずれかに記載の胃装置であって、前記封止主体は、胃と
腹腔との間の胃壁に形成された切開口で胃壁に保持される形状とされていることを特徴と
する胃装置。
【請求項１６】
　請求項15に記載の胃装置であって、前記封止主体は、貫通可能なダイヤフラムと該ダイ
ヤフラムの周囲をほぼ囲む少なくとも１つの保持フランジからなることを特徴とする胃装
置。
【請求項１７】
　請求項16に記載の胃装置であって、前記少なくとも１つの保持フランジは、少なくとも
２つに分割されて密着した保持フランジからなることを特徴とする胃装置。
【請求項１８】
　請求項15から請求項17までのいずれかに記載の胃装置であって、胃壁の切開口を閉成す
るのに適した閉成装置を含むことを特徴とする胃装置。
【請求項１９】
　請求項18に記載の胃装置であって、前記閉成装置は、前記貫通可能なダイヤフラムを通
過させて、腹腔側から前記胃壁の切開口を閉成することを特徴とする胃装置。
【請求項２０】
　請求項19に記載の胃装置であって、前記閉成装置は、胃壁を指向する複数のあご部を有
していることを特徴とする胃装置。
【請求項２１】
　請求項20に記載の胃装置であって、前記あご部は相互に付勢されて、前記貫通可能なダ
イヤフラムを通過するために、互いに圧縮されていることを特徴とする胃装置。
【請求項２２】
　請求項18から請求項21までのいずれかに記載の胃装置であって、装入される際に前記閉
成装置を圧縮する閉成装置装入装置を備えていることを特徴とする胃装置。
【請求項２３】
　請求項18から請求項22までのいずれかに記載の胃装置であって、前記閉成装置、実質的
に生体吸収性を有する材料で作られていることを特徴とする胃装置。
【請求項２４】
　請求項15から請求項23までのいずれかに記載の胃装置であって、前記胃装置を胃壁に装
着するための胃装置装入装置を有していることを特徴とする胃装置。
【請求項２５】
　請求項24に記載の胃装置であって、前記胃装置装入装置は、該胃装置を、食道を通過す
る大きさに圧縮する被覆管で構成されていることを特徴とする胃装置。
【請求項２６】
　請求項24または請求項25に記載の胃装置であって、前記胃装置装入装置は、少なくとも
胃壁に切開口を形成するランセットあるいは針状体のいずれかと、胃壁の切開口を拡張す
る拡張器とを備えていることを特徴とする胃装置。
【請求項２７】
　請求項26に記載の胃装置であって、前記ランセットと針状体のいずれか一方あるいは前
記拡張器を通過させることを規定して、腹腔を膨らませるために適した通路を備えている
ことを特徴とする胃装置。
【請求項２８】
　請求項26または請求項27に記載の胃装置であって、前記ランセットと針状体のいずれか
一方、または拡張器は、該胃装置の装入後には前記貫通可能なダイヤフラムを通して引き
抜かれるのに適していることを特徴とする胃装置。
【請求項２９】
　請求項１から請求項28までのいずれかに記載の胃装置であって、前記封止主体を拡張さ
せて装入する形態にするバルーンを備えていることを特徴とする胃装置。
【請求項３０】
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　外科的または医学的処置を行う方法において、
　胃と胃に隣接するスペースとの間の開口部の周囲の胃壁に保持される大きさと形状を備
えた封止主体を具備し、
　ガスを用いて胃を膨らませ、胃と胃に隣接するスペースとの間の開口部に前記封止主体
を位置させて、それにより、該封止主体によって前記開口部をほぼ閉成するようにして胃
と胃に隣接するスペースのガス流を制限することを特徴とする外科的または医学的処置を
行う胃治療方法。
【請求項３１】
　請求項30に記載の方法であって、前記封止主体が、胃と胃に隣接するスペースの装入部
に、確実に固定される大きさと形状とを有していることを特徴とする方法。
【請求項３２】
　請求項30または請求項31に記載の方法であって、前記封止主体を経口させて胃と胃に隣
接するスペースの開口部に装入することを特徴とする方法。
【請求項３３】
　請求項30から請求項32までのいずれかに記載の方法であって、前記封止主体を装入する
際に圧縮し、装入後に、少なくとも胃と胃に隣接するスペースとの間の開口部の大きさに
拡張させることを特徴とする方法。
【請求項３４】
　請求項33に記載の方法であって、前記封止主体が、実質的に自己拡張性を有する材料で
作られていることを特徴とする方法。
【請求項３５】
　請求項34に記載の方法であって、前記材料は、実質的に生体吸収性のものであることを
特徴とする方法。
【請求項３６】
　請求項34に記載の方法であって、前記材料は、実質的に患者内で生体非吸収性のもので
あることを特徴とする方法。
【請求項３７】
　請求項30から請求項36までのいずれかに記載の方法であって、前記封止主体は、周囲が
少なくとも１つの保持フランジで囲まれたダイヤフラムを具備し、前記保持フランジによ
り胃と胃に隣接するスペースの間の開口部に前記封止主体を保持させるようにしたことを
特徴とする方法。
【請求項３８】
　請求項37に記載の方法であって、前記少なくとも１つの保持フランジは、少なくとも２
つの離隔して配した保持フランジからなることを特徴とする方法。
【請求項３９】
　請求項37または請求項38に記載の方法であって、前記ダイヤフラムは貫通不可としてあ
ることを特徴とする方法。
【請求項４０】
　請求項39に記載の方法であって、前記封止主体は、該封止主体が操作されるハンドルを
有していることを特徴とする方法。
【請求項４１】
　請求項37または請求項38に記載の方法であって、前記ダイヤフラムは貫通可能であるこ
とを特徴とする方法。
【請求項４２】
　請求項41に記載の方法であって、前記ダイヤフラムの貫通孔が自己閉成することを特徴
とする方法。
【請求項４３】
　請求項30から請求項42までのいずれかに記載の方法であって、前記封止主体が幽門に保
持されることを特徴とする方法。
【請求項４４】
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　請求項30から請求項42までのいずれかに記載の方法であって、前記封止主体を、胃と腹
腔との間の胃壁の切開部に保持させることを特徴とする方法。
【請求項４５】
　請求項44に記載の方法であって、前記封止主体は、貫通可能なダイヤフラムと、該貫通
可能なダイヤフラムの周囲を囲む少なくとも１つの保持フランジとを備えていることを特
徴とする方法。
【請求項４６】
　請求項45に記載の方法であって、前記少なくとも１つの保持フランジは、少なくとも２
つの分割されて密着した保持フランジからなることを特徴とする方法。
【請求項４７】
　請求項44から請求項46までのいずれかに記載の方法であって、閉成装置を備えて、該閉
成装置によって胃壁の切開口を閉成することを特徴とする方法。
【請求項４８】
　請求項47に記載の方法であって、前記貫通可能なダイヤフラムを通して前記閉成装置を
挿通させて、腹腔側から胃壁の切開口を閉成することを特徴とする方法。
【請求項４９】
　請求項48に記載の方法であって、前記閉成装置は、胃壁を指向した複数のあご部を備え
ていることを特徴とする方法。
【請求項５０】
　請求項49に記載の方法であって、前記あご部が相互に離隔する方向に付勢され、相互に
指向する方向に圧縮されて、前記貫通可能なダイヤフラムを通して、前記閉成装置を挿通
させることを特徴とする方法。
【請求項５１】
　請求項47から請求項50までのいずれかに記載の方法であって、閉成装置装入装置を備え
て、装入する際には、該閉成装置装入装置が圧縮されていることを特徴とする方法。
【請求項５２】
　請求項47から請求項51までのいずれかに記載の方法であって、前記閉成装置は、実質的
に、生体吸収性を備えた材料で作られていることを特徴とする方法。
【請求項５３】
　請求項44から請求項52までのいずれかに記載の方法であって、前記閉成装置は、胃壁の
切開部に、閉成装置装入装置により装入されることを特徴とする方法。
【請求項５４】
　請求項53に記載の方法であって、前記閉成装置装入装置は、食道を通過できる大きさに
前記閉成装置を圧縮する被覆管を有することを特徴とする方法。
【請求項５５】
　請求項53または請求項54に記載の方法であって、前記閉成装置装入装置は、少なくとも
ランセットと針状体のいずれか一方を備えると共に、拡張器を備え、少なくとも前記ラン
セットと針状体のいずれか一方で胃壁に切開口を形成し、前記拡張器により胃壁に切開口
を拡張することを特徴とする方法。
【請求項５６】
　請求項55に記載の方法であって、前記少なくともランセットと針状体のいずれか一方と
前記拡張器とを通過させる通路を備え、該通路を通して腹腔を膨らませることを特徴とす
る方法。
【請求項５７】
　請求項55または請求項56に記載の方法であって、閉成装置を装入後に前記貫通可能なダ
イヤフラムを通して、前記少なくともランセットと針状体とのいずれか一方と前記拡張器
とを引き抜く方法。
【請求項５８】
　請求項30から請求項57までのいずれかに記載の方法であって、バルーンを備えて、該バ
ルーンによって前記封止主体を拡張させて装着する形態にするすることを特徴とする方法
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【請求項５９】
　請求項30から請求項58までのいずれかに記載の方法であって、(ｉ)内視鏡で補助する経
胃外科処置と、(ii)内視鏡、(iii)胃腸上部の出血を抑制することのいずれかに用いられ
ることを特徴とする方法。
【請求項６０】
　胃腸道に保持される大きさと形状とを備えて、胃腸道を確実に封止するために適合され
る封止主体を備え、
　前記封止主体は、装入される際に圧縮され、装入完了において、少なくとも、胃腸道に
適合する大きさに拡張することを特徴とする胃腸装置。
【請求項６１】
　外科的あるいは医学的処置を行う方法において、
　胃腸道に保持される大きさと形状を備えた封止主体を備え、
　前記封止主体を圧縮して胃腸道の患部に装入させ、
　装入完了後に、少なくとも胃腸道の大きさに適合するよう拡張させ、
　ガスによって腸を膨らませて、ガス流を前記封止主体により胃腸道内で限定することを
特徴とする外科的あるいは医学的処置を行う方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、医療あるいは外科処置の間に、胃とその周囲の調整用スペースとの間にお
けるガス圧の差を維持するための、胃内及び／または経胃装置と方法を導入するものであ
る。胃の周囲の調整スペースには、腹膜腔や腹、十二指腸、あるいはこれらと同様なもの
が存する。この発明は、胃腸系、特に、膨張を必要とする胃及び／または腹膜腔の部位に
おいて有効である。胃腸系の一部を膨張させることを必要とする処置に関するものとして
、例えば、内視鏡検査や上部消化管出血の抑制と外科処置、特に内視鏡的な補助を要する
外科処置等を含んでいる。胃に関して説明されることにより、本願発明には、胃腸系に関
しても遂行される潜在的に応用可能なものが含まれている。
【背景技術】
【０００２】
　種々の手術は、胃が、空気等の加圧ガスにより膨張された状態にあることが要求されて
いる。しかしながら、加圧ガスは手術中に、胃を透過して胃の周囲の調整のための空洞部
等の調整スペースに流出する傾向がある。例えば、胃が加圧されている場合でも、加圧ガ
スは、胃の下方の胃腸道が膨らむことに起因して、胃腸道に流出する傾向がある。少量の
空気が胃腸道に流出することにより、患者に不快感を与えるおそれがある。また、胃腸道
が膨らむことによって、腹腔器官を損傷してしまうおそれがある。腹部器官の間の腹腔と
作業空間の中の膨張状態を収縮させることは、経胃外科手術のような場合の施術の手順を
複雑にしてしまうおそれがある。極端な場合には、腹筋コンパートメント症候群(ACS)と
して知られている状態が生じるおそれがある。腹筋コンパートメント症候群は、腹の領域
に直接、あるいは、静脈還流流動を静まらせることにより、他の器官の操作に影響する範
囲まで腸の膨張が減少することにより生じる場合がある。これは腎臓、肝臓、すい臓等に
影響を及ぼすおそれがある。また、門脈系への空気の浸入のために、肝内にある入口静脈
ガスと腸壁嚢胞状気腫は、肝臓システムの排液により胆膵機能が潜在的に害されるおそれ
もたらす場合がある。胃腸道の上部からの出血がある場合には、空気による腸の膨張によ
り、外科医が、内視鏡的に血管の止血処理の努力を中断してしまう原因となるおそれがあ
る。その結果、手術室ではより侵襲的処置により施術を継続する必要が生じる可能性があ
る。
【０００３】
　また、胃と周囲のスペース、すなわち腹腔との圧力差は、経胃外科処理の間にも生じる
おそれがある。経胃外科処理の間、外科医は胃壁を切開し、内視鏡のような器具をこの切
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開部を通して腹腔に挿入する。この種の器具は経口させて胃に挿入されることもある。胃
は、通常は空気によるガスによって大気圧以上の圧力に加圧され、一方、腹腔は二酸化炭
素などのガスによって大気圧以上の圧力で加圧され、臓器の視覚化を良好なものとする共
に、治療的介入のために壁を広げる。このようにして、胃と腹膜腔とに対する加圧は手術
を最適化することになる。しかしながら、胃と腹膜腔に使用される異種のガス、及び／ま
たはガス圧を、胃壁の切開部の全域で維持することは困難である。胃壁の切開部、あるい
は開口は、器具を挿通したり、施術中における器具の繰り返しの通過によって損傷を受け
、外科処理に従って、閉鎖され、あるいは狭小化される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この発明は、外科処置を容易にすること及び、胃腸道とそれに接続する器官の視覚化の
ための装置と方法を提供するものである。この発明には、胃内外科処置や経胃外科処置、
十二指腸の視診、胃腸上部の止血処置等が含まれる。
【０００５】
　この発明の態様によれば、胃の装置と方法には、封止主体が具備されている。封止主体
は、胃と胃に隣接するスペースとの間の開口の周縁の胃壁に保持される大きさと形状を備
えている。胃はガスによって膨らまされ、ガス流は、胃と胃に隣接するスペースの間の開
口に装入した封止主体によって、胃と胃に隣接するスペースの間で制限され、その結果、
封止主体によって開口部が閉止される。
【０００６】
　封止主体は、胃と胃に隣接するスペース内に、確実に装入されるのに十分な大きさと形
状を備えている。封止主体は、胃と胃に隣接するスペースの間の開口部に、経口によって
装入される。このことは、封止主体が、使用中に圧縮され、装入後には、少なくとも胃と
胃に隣接するスペースの間の開口部の大きさに拡張することが含まれる。
【０００７】
　封止主体は、自己拡張性を備えた材料で製作されている。この材料は、患者内で、生体
吸収性、あるいは生体非吸収性とすることが好ましい。封止主体は、ダイヤフラムとダイ
ヤフラムのほぼ周囲を保持する少なくも１つの保持フランジとを備えている。封止主体は
、この保持フランジによって、胃と胃に隣接するスペースとの開口部に保持される。前記
少なくとも１つ保持フランジには、２またはそれ以上の離隔した保持フランジが備えられ
ている。
【０００８】
　ダイヤフラムは、貫通不可あるいは貫通可能とされている。封止主体は、該封止主体を
操作するためのハンドルを備えている。前記貫通可能なダイヤフラムは、自己閉成する開
口を備えている。
【０００９】
　封止主体は、通常、幽門に保持されようにされている。これにより、腸の末端に減少し
た空気が流れ込む間に、胃に空気を吹き込むことが可能となる。貫通不可のダイヤフラム
を備えた封止主体によるこの方法によると、外科処置や手術が、確実に幽門に最も近い部
位でなされることができるようになる。しかしながら、胃と十二指腸との間の差圧が維持
されることが確保されている間に、ダイヤフラムが貫通可能であることから、ダイヤフラ
ムを貫通することにより、内視鏡や治療器具等の器具の通路が確保されて、外科医が十二
指腸と腸の残りの部位にアクセスすることができるようになる。
【００１０】
　封止主体は、胃と腹膜腔との間の胃壁に形成された切開口に保持される。これにより、
腹腔と胃との間の差圧が確保される。この方法により、胃は空気等の圧力により膨らむこ
とができ、腹腔は二酸化炭素等の圧力によって膨らむことができる。封止主体は、貫通可
能なダイヤフラムと、貫通可能なダイヤフラムのほぼ囲んでいる少なくとも１つの保持フ
ランジで特徴づけられ、これにより、差圧が維持されている状態で、封止主体を通過させ
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て経胃的外科処置を外科医が遂行することを許容する。前記少なくとも１つの保持フラン
ジは、２またはそれ以上の密着した保持フランジであっても構わない。
【００１１】
　切開口の閉成装置は、胃壁の切開口を閉じるために用いられる。この切開口閉成装置は
、貫通可能なダイヤフラムを通過させて、腹腔の方向から胃壁の切開口を閉成するのに用
いられる。切開口閉成装置は、胃壁を指向させた多数のあご部を備えた構成とされている
。前記あご部は、相互に離隔するよう付勢されていると共に、貫通可能なダイヤフラムを
通過できるよう相互に押し込まれている。このように、あご部は貫通可能なダイヤフラム
を通過した後には、外側に拡張するようになされている。切開口閉成装置は、胃壁に挿入
されているあご部の近傍で動かすことができる。次いで、封止主体は、切開口から除去さ
れ、鉗子等によって、閉成装置が、あご部の近傍位置を含む適切な位置を固定し、その結
果、切開口が閉じられることになる。閉成装置は生体吸収性のある材料で製作されており
、そのため、閉成装置は、患者に吸収されて同化するまで患者に残留させることができる
。
【００１２】
　閉成装置装入装置としての装置装入器具は、封止主体を胃壁の切開口に挿入させて装着
するために供される。装置装入器具は、封止主体を、食道を通過させることができる大き
さに圧縮するための被覆管を備えている。装置装入器具は、ランセットや針状体と拡張器
とを備えている。ランセットあるいは針状体は、胃に切開口を形成するために、拡張器は
胃壁に切開口を拡張するために用いられる。通路は、拡張器、および／または、針状体を
通過させることと、該通路を通して腹腔に空気を供給するため使用されることを特徴とし
ている。ランセットあるいは針状体は、器具の装入後には、封止主体の貫通可能なダイヤ
フラムを通して引き抜かれる構造を備えている。
【００１３】
　封止主体は、自己拡張性の壁を備えているものであるか、バルーンのような拡張させる
機構を備えているものとしてある。封止主体は、経胃外科処置や内視鏡、胃腸上部の出血
の抑止などに、内視鏡的な補助機能に用いられる。１つの封止主体は幽門において用いら
れ、他の封止主体は胃壁の切開口で用いられることになる。
【００１４】
　この発明のこれらや他の目的、利点と特徴は、以下の図面を用いた明細書の概説によっ
て明瞭にされることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に実施形態を示す図を参照すると、胃装置と方法は、ダイヤフラム14、114、それ
ぞれのダイヤフラムの周囲の第１保持フランジ12、112、他の保持フランジから離隔され
た第２保持フランジ13、113とが含まれる封止主体11、111、を備えた装置10、110を提供
する。ダイヤフラム15、115は、主に、胃と胃に隣接するスペースの開口部を閉鎖して封
止する円筒壁14、114をそれぞれ含んでいる。胃装置10と円筒壁14は、図示のように、幽
門で胃壁を閉鎖しており、これにより、腸の端末に流れ込む空気を減少させて、胃と十二
指腸との間の差圧を維持している。これは、外科医が粘膜の検査や胃腸上部の出血を抑制
する等を行えるように、胃を膨張させることを可能にする。もし、手術が完全に胃内でな
される場合であれば、ダイヤフラム15は貫通不可とすればよい。
【００１６】
　胃装置110は、貫通可能なダイヤフラム115を有する封止主体111を備えている。貫通可
能なダイヤフラムは、貫通開口22をそれ自体で閉成する特徴があり、そのために、ダイヤ
フラム115は、内視鏡20や他の経胃外科器具120を挿通させることができる。なお、閉鎖さ
れた貫通可能なダイヤフラムで構成された他の技術を用いることもできる。装置110は、
円筒壁部114が胃壁の切開口に位置して、該胃壁の開口部を封止する。保持フランジ112、
113は、胃壁の切開口内に主体111をそれ自体で支持させることができる間隔とされている
。胃壁の貫通と閉鎖は、胃と腹腔との差圧、及び／または圧力を維持して、外科処置を可
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能とする。幽門に配された装置10の先行端は、外科医が胃に空気などを吹き込むことを可
能として、末端における空気流が減少している間に、処置を遂行するための装置110を、
胃壁に配することを可能とする。胃装置110は、胃を等圧にするのみならず、後述するよ
うに、異なる圧力にする二酸化炭素などを外科医が腹腔に吹き込むことを可能とする。も
し、胃と腹腔とが等圧で存在した場合でも、これら異なる２種類のガスは混合することが
なく、利用できる。また、もし、胃と腹腔との内部が異なる圧力に維持されている場合で
も、胃装置110が用いられることによって、圧力差が維持される。
【００１７】
　自己閉成性開口22の利用は、視覚化のための内視鏡や手術器具のような外科的装置等の
経口器具20、120を、胃と腹腔との間に予防ガスが供給されていても、その開口を通して
腹腔に挿入することを可能とする。胃装置10、110は、図１に示すように、同時にあるい
は個別に利用されることが、当業者にとっては明確である。さらに、貫通可能なダイヤフ
ラムを有する胃装置110は、外科医が、視覚化、および／または、胃の検査、および／ま
たは、胃腸道上部における出血の抑制の一環としての治療的処置のために、十二指腸や腸
の他の部分にアクセスすることを可能とする間、腸の末端に流入する空気を減少させるた
めに、幽門に位置して配される。
【００１８】
　封止主体11、111は、生体吸収性の素材、あるいは生体非吸収性の素材で製作されてい
る。封止主体11、111には、合成繊維あるいは生体弁の素材が用いられている。そのよう
な素材としては、例えば、ePTFE（延伸ポリテトラフルオロエチレン）やシリコン等があ
る。封止主体11、111は、金属や炭素の繊維による多孔壁板で被覆され、コイル状に被覆
したり、レーザカットした形状記憶合金シート(Nitinol sheet)や自己展開ポリマー等で
被覆される。非吸収性材料の場合には、封止主体11、111は、以下の手順において外科医
によって除去される。封止主体111が生体吸収性の材料であれば、胃装置110は切開口に残
した状態とすることができ、切開口が再生される間に、患者に吸収されて溶け込むことに
なる。
【００１９】
　胃装置10、110を配置（装入）させるために、封止主体11、111は、該封止主体11、111
が食道を通過できる大きさに圧縮可能としてある。配置されたならば、封止主体11、111
は、展開状態に拡大可能としてある。これは、自己拡張性を備えた素材により製作される
ことにより達成され、封止主体11、111の自己拡張性を容易とするよう、封止主体11、111
に分割された部分が含まれてもよい。あるいはまた、封止主体11、111が、例えばボディ
内にバルーン体のような機構（図示せず）を設けて拡張できるようにしても構わない。さ
らに、可撓性と圧縮性を備えた材料により製作することで、胃装置10、110、210は、一つ
またはそれ以上の硬質のあるいは半硬質の部分を蝶番により動くようにして、食道を通過
するために圧縮されることが可能なものとすることもできる。経口することで装入するこ
とに加えて、胃装置10、110は、結腸を通過して装入しても構わない。結腸を通して配置
する場合には、支援器具を挿入することなく装置を回収できるように、支援ラインに伴わ
せて装入することが好ましい。
【００２０】
　胃と胃に隣接するスペースの間の胃壁に形成された切開口に装置110を配するためには
、胃装置装入装置24が供される（図５参照）。図５には、この胃装置装入装置24の端部が
示されている。装入器具24は、直接であるか、または、内視鏡のような他の経口器具に伴
われるかのいずれかで、患者の口の端部を拡張する。装入器具24は、食道を通過するため
に、十分に装置110を圧縮させるための被覆管26を備えさせることもできる。装入器具24
はさらに、胃壁に下穴を形成するためのランセットあるいは針状体28と、胃装置110を確
実に設置するために胃壁の切開口を拡張するための拡張器30とを備えさせることもできる
。吹き込み通路32は、ランセットあるいは針状体が胃壁を通過した後には、外科医が腹腔
に空気を吹き込めるように、拡張器30および／またはランセット、針状体28によって拡張
される。胃装置装入装置24の残りの部分は、胃装置110が胃壁の切開口に並置されるまで
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、胃壁を貫通していることで構わない。胃装置110が胃壁の切開口に挿入され、胃装置が
それ自体で支持された状態、即ち胃壁により確実に本質的に支持されて、図５上矢標で示
されるように、自己拡張することを可能とするために、被覆管26は、周知技術によって引
っ込められる。装置110が一旦装入されると、拡張器30とランセット、針状体28はダイヤ
フラム115の開口22から一体となって引き抜かれることが可能となる。この状態で、装置1
10は胃壁に装入され、胃と腹腔との間の圧力差を維持することを可能とする。
【００２１】
　胃装置装入装置24は、種々の技術が用いられて、胃における潜在的切開部の患部に案内
されることになる。そのような技術は、トランスイルミネーションを伴う。トランスイル
ミネーションにおいては、周知の技術を用いて、外科医が胃内に内視鏡を配して、イルミ
ネーションの設定を高いレベルに調整する。手術室の照明が薄暗くされた後には、外科医
は、皮膚と胃壁とを通して、光源を用いて外部から腹部を眺めて調べる。これにより、外
科医が腸と他の臓器には存在していない切開部を特定することができる。もちろん、明る
い光源は、胃内を照明して内視鏡により患者の外部から検査を行うことができる。その他
の技術は、感覚器官に作用する他のセンサを用いることができる。
【００２２】
　切開患部が特定されたならば、外科医は該切開患部に前記胃装置装入装置24を案内する
。切開器具は、食道への損傷を避けながら内視鏡を誘導するものとして知られているブラ
ントワイヤを用いて、食道を通して誘導される。胃内に到達したならば、胃装置装入装置
が切開部に誘導される。これは、内視鏡の先端部を用いて、胃装置装入装置の拡張端を案
内することができる。あるいはまた、端部が患者の外部に延びている誘導ワイヤを胃装置
装入装置の拡張端に付属させたものでも構わない。前記誘導ワイヤは、内視鏡により胃壁
を視認できることで、外科医によって操作されることが可能で、胃装置装入装置を目的の
切開患部に到達させることができる。前記胃装置装入装置24は、あるいはまた、いくつか
の内視鏡等による光学平行管を活用して配することもできる。さらに、放射線不透過性の
マーカを胃装置10、110や胃装置装入装置に応用することもできる。また、前記胃装置装
入装置は、蛍光透視鏡の支援で、胃内において操作されることもできる。あるいはまた、
胃装置装入装置24は、腹壁を通過させたワイヤを応用して誘導されることもでき、参考文
献としてここで提示する、米国特許第６，９１８，８７１ Ｂ２に開示された腹腔へのア
クセス方法による技術を応用して胃へ到達させることができる。
【００２３】
　胃装置110が胃壁の切開口に配されたならば、胃と腹腔との間のガスを減少させている
間にダイヤフラム115の開口を介して、外科医が、周知の経胃視認、および／または、内
視鏡20や手術道具120等を用いて治療的処置を施すことが可能となる。経胃処置が完了し
たならば、胃壁の切開口は再生される。このことは、胃装置110の封止主体111が生体吸収
性材料で製作されていることで達成され、胃装置が患者に吸収されて同化することで切開
口が再生される。これは、胃装置に放射線不透過マーカを配することによりさらに補助さ
れることもできる。すなわち、エックス線画像を用いることで、切開口の治癒を監視する
ことができる。
【００２４】
　あるいはまた、胃壁の切開部を挟持するための経口装入鉗子36の形式による切開口閉成
装置34が用いられることもできる（図６参照）。これは、外科医が胃装置110を経口器具
によりしっかりと把持して、胃壁を掻き寄せて皺を形成するために、該装置の近傍を引き
寄せることで達成することができる。次いで、前記切開口閉成装置34が経口で挿入され、
前記経口装入鉗子36で胃装置110の末端にある胃壁を挟持する。次いで、治癒されつつあ
る状態となれば、胃装置110を切開部から除去することができる。それ以上の外科医によ
る処置を必要とせず、患者に吸収されて溶け込むように、鉗子36は生体吸収性材料で製作
することが好ましい。あるいは、鉗子36は生体非吸収性材料により製作され、手術後の内
視鏡検査の後に、外科医によって除去されるようにしても構わない。
【００２５】
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　あるいはまた、ダイヤフラム115の開口22を挿通させて配設されるようにした切開口閉
成装置40を用いることもできる（図７参照）。前記閉成装置40は、相互に離隔するよう付
勢された多数のあご部42を有している。経胃処置が完了した後に、ダイヤフラムの開口22
を閉成装置40を挿通させるために、前記あご部42は互いに縮径されており、腹腔に挿入さ
れた後には拡開することができるようにしてある。そして、あご部42が胃壁の切開部周辺
を挿通したならば、外科医は閉成装置40を引き寄せる。前記あご部が少なくとも胃壁を挿
通したならば、前記胃装置110を切開部から除去することができるようになると共に、あ
ご部42が胃壁を確実に貫通した状態となる。切開部を再生させるために閉成装置を配置さ
せて保持し、あご部を閉じるために、鉗子やバンドその他の器具等をあご部42の端部周囲
に配置することも選択できる。封止具装入器具44は、ダイヤフラム115の開口22を十分に
通過することができるように、あご部42を圧縮するために用いられる（図８参照）。胃装
置110を通ったあご部の通路では、あご部42が図７に示す拡張位置で自己拡張が可能とな
るように、封止具装入器具44は引き抜かれることになる。切開口閉成装置40は、治癒する
ことによって患者に吸収されるあご部42と同様に、生体吸収性の素材により作られている
。
【００２６】
　他の実施形態では、符号210で示す胃装置あるいは幽門栓は、図９～図12に示すように
、幽門のような身体が備えている自然の開口部から導かれて、十二指腸のような導管状の
大きさと形状に適した封止主体211を備えている。しかしながら、胃装置210は他の開口部
と導管状との組み合わせにより作られたものであっても構わない。前記胃装置は、ほぼ導
管の気密シールを備えて、幽門の周辺の胃の壁部に接触して密閉するほぼ円形の保持フラ
ンジ212を有している。胃装置210は、さらに、十二指腸等で該胃装置を安定させる、ほぼ
筒状の位置決め壁214のような、位置決め部分を備えている。
【００２７】
　胃装置210は、さらに、該装置が内視鏡のような器具により連繋されるためのハンドル1
6による構造上の特色を備えている。これにより、外科医が外科的なあるいは内視鏡によ
る処置の最後で、胃装置を容易に除去することができる。胃装置210は、前述した材料の
一つから製作されるもので構わない。あるいは、胃装置210には、合成樹脂製の拡張可能
なコイルや、封止主体を自己拡張させる他の構造を組み込んでも構わない。これらの材料
は、装置が装入された状態で、導管の基部と合致することができるようにする。あるいは
、胃装置210は挿入チューブ18の内部に収容されるようにしてある。内視鏡20のような器
具によって操作されることができる挿入チューブ18は、導管を移動する間は、胃装置を圧
縮した状態にしている。胃装置は、挿入チューブ18を用いて従来の給送技術により、装入
部分に装着される。
【００２８】
　以上に示した種々の実施形態は、種々の経口処置に特に有効である。このことは、一例
として、内視鏡や胃腸上部の出血等の抑制が含まれる。また、実施形態は、内視鏡の使用
により補助された経胃外科処置も行うことができる。以上の実施形態は、腸の膨張と、患
者への不快感や腹筋コンパートメント症候群、腸壁嚢状気腫等を含む合併症を抑制してい
る間に、胃と腹腔とを大気圧以上に上昇させることを許容することによって、視覚化と治
療処置を容易にする。前述したように、この実施形態は、開口と導管とを組合せて用いる
こともできる。
【００２９】
　以上により明確にされた装置は、胃腸管の他の部分に応用することができる。例えば、
腸を膨らませるために、大腸内の治療部位の近傍に装入することができる。他の装置は、
患部の端部に装入されることができ、それにより、この端部を通して治療用装置を、患部
を確実に封止している状態で挿通させる。腹筋コンパートメント症候群のような場合には
、結腸の処置の間に問題なく、腸を膨らませる能力は、安全で有効に高められる。
【００３０】
　以上に説明した実施形態の改変は、特許法上の均等の理論の原理に従って解釈される場
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り、容認される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】この発明の一の実施形態によるもので、幽門に位置させた胃についての一の胃装
置と、胃壁に形成した開口に他の胃装置を位置させ、この胃装置に内視鏡を通した状態を
示す断面図である。
【図２】この発明の実施形態に係る胃装置であって、貫通不可のダイヤフラムを備えたも
のの斜視図である。
【図３】この発明に係る胃装置であって、貫通可能なダイヤフラムを備えたものを示す、
図２と同様の斜視図である。
【図４】は、図３に示す胃装置の側面図であり、経胃外科器具120が該胃装置を通過して
いる状態を示している。
【図５】閉成装置装入装置の斜視図である。
【図６】胃壁の開口を閉鎖するための１つの手法を示すもので、患者の胃を示す側面の断
面図である。
【図７】胃壁の切開口を閉成するための閉成装置を示す側面の立面図である。
【図８】図７に示す閉成装置を使用するための、閉成器具装入装置を示す斜視図である。
【図９】他の実施形態を示す図で、図１と同様な図である。
【図１０】図９に示す胃装置の平面図である。
【図１１】図10におけるXI－XI線に沿って切断した断面図である。
【図１２】図９から図11に示す胃装置の展開の手法を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　10、110　胃装置
　11、111　封止主体
　12、112　第１保持フランジ
　13、113　第２保持フランジ
　14、114　ダイヤフラム（円筒壁）
　15、115　ダイヤフラム
　16　ハンドル
　18　挿入チューブ
　20　内視鏡
　22　貫通開口（自己閉成性開口）
　24　胃装置装入装置
　26　被覆管
　28　ランセットあるいは針状体
　30　拡張器
　32　吹き込み通路
　34　切開口閉成装置
　36　経口装入鉗子
　40　切開口閉成装置
　42　あご部
　44　封止具装入器具
　120　経胃外科器具
　210　胃装置あるいは幽門栓
　211　封止主体
　214　位置決め壁
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